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新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等の終了に伴う 

令和６年度における請求事務の取扱いについて 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

このことについて、厚生労働省健康・生活衛生局より、日本薬剤師会を通じて

次の連絡がありました。 

現時点で必要な請求事務が終了していない場合には、遅くとも令和６年９月請 

求分の時期までに、請求事務を行うよう求められておりますので、ご注意くださ

いますよう、お願いいたします。 
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厚生労働省健康・生活衛生局 

感染症対策部感染症対策課 

 

新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等の終了に伴う 

令和６年度における請求事務の取扱いについて 

 

平素より、感染症対策等に御尽力、御協力を賜り、誠にありがとうございま 

す。 

新型コロナウイルス感染症の治療薬及び入院医療費については、特例措置とし 

て、一定の自己負担を求めつつ、公費支援を継続してきたところですが、この特 

例措置を本年３月末で終了し、４月から通常の対応に移行しています。その内容 

については、令和６年３月５日の事務連絡「新型コロナウイルス感染症の令和６ 

年４月以降の医療提供体制及び公費支援等について」により、各都道府県にお知 

らせしているところです。 

公費支援の請求事務については、保険請求（レセプト請求）の枠組みを用いて 

行っているところですが、この特例措置の財源である新型コロナウイルス感染症 

緊急包括支援交付金（以下「交付金」という。）については、令和５年度限りの交 

付金であり、やむを得ず請求事務が所定の時期に間に合わなかった場合の予算上 

の対応を各都道府県において実施しました。 

つきましては、現時点で必要な請求事務が終了していない場合には、速やかに 

（遅くとも令和６年９月請求分の時期までに）請求事務を行っていただきますよ 

う、周知方お願い致します。 


